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平成２７年９月１５日 

墨田区学童クラブ条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施 

 行する。ただし、第１条、第３条、第６条、

 第７条、第１０条及び第１１条の規定は、 

 平成１１年１２月１日から施行する。 

 （梅若橋コミュニティ会館学童クラブの休

止） 

２ 第２条第１項の規定にかかわらず、同項

の規定により別表に掲げる梅若橋コミュニ

ティ会館学童クラブは、当分の間、休止す

る。 

   付 則 

 〔新設〕 

 この条例は、平成１２年４月１日から施行

する。ただし、第１条、第３条、第６条、第

７条、第１０条及び第１１条の規定は、平成

１１年１２月１日から施行する。 

 

 

  〔新設〕 

  

付 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 


